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船舶事故調査報告書 

 

                               令和２年２月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年９月５日 １９時５５分ごろ 

発生場所 和歌山県美浜
み は ま

町日
ひ

ノ
の

御
み

埼西北西方沖 

 紀伊日ノ御埼灯台から真方位２９１°３.０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°５４.０′ 東経１３５°００.２′） 

事故の概要 貨物船MISHIMA
ミ シ マ

は、南南西進中、また、油タンカー第八啓
けい

陽
よう

丸は、

南東進中、両船が衝突した。 

MISHIMA は、右舷船尾部外板に破口を生じ、また、第八啓陽丸は、

左舷船首部外板の圧壊等を生じた。 

事故調査の経過 令和元年９月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 
 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 MISHIMA（パナマ共和国籍）、９,９７７トン 

９８３１４７６（ＩＭＯ番号）、株式会社ホワイトライン、

WHITE PANAMA S.A.（船舶所有者）、株式会社白洋ライン（運航

者） 

１２７.６７ｍ×１９.６０ｍ×１４.５０ｍ、鋼 
ディーゼル機関、３,８１０kＷ、２０１８年１月５日 

Ｂ 油タンカー 第八啓陽丸、７４９トン 

   １４２２７８、有限会社協力汽船（船舶所有者）、西部タンカ

ー株式会社（運航者、Ｂ社） 

   ７４.４５ｍ×１１.２９ｍ×５.３５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,９１２kＷ、平成２６年７月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（フィリピン共和国籍） 男性 ４１歳 

   締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共和国発給） 

    交付年月日 ２０１７年３月３１日 

          （２０２２年２月３日まで有効） 

  航海士Ａ（フィリピン共和国籍） 男性 ５９歳 

   締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共和国発給） 

    交付年月日 ２０１９年２月１１日 

          （２０２１年１１月１８日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５１歳 
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   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１０年８月５日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成３０年３月１日 

    免状有効期間満了日 令和５年８月４日 

  航海士Ｂ 男性 ６０歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１０年４月７日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２８年７月２７日 

    免状有効期間満了日 令和３年１０月９日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部外板に破口 

Ｂ 左舷船首部外板に圧壊及び球状船首部左舷側に凹損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１５人（全員フィリピン共和国

籍）が乗り組み、スチールコイル約１０,２０２ｔを積載し、令和元

年９月５日０７時２５分ごろ京浜港横浜区に向けて広島県福山港を出

港した後、航海士Ａが甲板手と共に船橋当直に当たり、紀伊水道を約

１０.５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自動操舵によ

り南進していた。 

 航海士Ａは、右舷方にＢ船を、Ｂ船の船首方に先航する船舶（以下

「Ｃ船」という。）を認め、１９時３８分ごろレーダーの自動衝突予

防援助装置（ＡＲＰＡ）でＣ船を捕捉し、監視を続けていたところ、

Ｃ船が約０.５Ｍの最接近距離（ＣＰＡ）でＡ船の船首方を横切るこ

とを知った。 

 航海士Ａは、１９時４８分ごろ、Ｂ船の船首方を通過できるように

見えたので、Ｂ船の船首方を通過した後にＣ船の船尾方を通過しよう

と思い、Ｃ船との最接近距離を離す目的で手動操舵に切り替えて針路

を右に約２３°変更した。 

 航海士Ａは、１９時５２分ごろ、Ｂ船と接近する状況を認めてＡＲ

ＰＡでＢ船を捕捉したところ、Ｂ船とのＣＰＡが０.０２Ｍであるこ

とを知り、Ｂ船に注意喚起を行うためレーザポインタを照射し、左舵

を取ったものの、１９時５５分ごろＢ船と衝突した。 

 船長Ａは、船舶管理会社に本事故の発生を連絡するとともに、ＶＨ

Ｆ無線電話で海上保安庁に通報した。 

 Ａ船は、和歌山県和歌山下津港に入港した。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び航海士Ｂほか３人が乗り組み、ブラックオイル

（タール留出油）約５０６ｔを積載し、５日１４時１０分ごろ愛知県

三河港に向けて岡山県倉敷市水島港を出港した後、１９時２０分ごろ

から航海士Ｂが単独の船橋当直に当たり、紀伊水道を約１３.５kn の
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速力で自動操舵により南東進していた。 

 航海士Ｂは、椅子に腰を掛けて目視及びレーダーで見張りを行って

いたところ、Ｂ船の周囲１Ｍの範囲に他船を見掛けなかったので、周

囲に航行の支障となる他船はいないと思い、１９時４５分ごろからス

マートフォンでニュース記事を見始めた。 

 航海士Ｂは、スマートフォンを見続けていたところ、船体に衝撃を

感じた後、Ａ船を左舷方に認め、Ａ船とＢ船とが衝突したことを知っ

た。 

 Ｂ船は、海上保安庁からの指示により、和歌山下津港に入港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜

粋）、付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 参照） 

その他の事項  航海士Ａは、本事故時、汽笛を吹鳴していなかった。 

 航海士Ａは、日本船に対してＶＨＦ無線電話で呼び出しても応答は

ないと思い、Ｂ船を呼び出していなかった。 

 航海士Ａが使用したレーザポインタには、最大出力５００mＷ、波

長５３２nm±１０、クラス３の表示があった。 

分析  

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、日ノ御埼西北西方沖を南南西進中、航海士Ａが、右舷方に

接近するＢ船及びＣ船を認めた際、Ｂ船の船首方を通過できると目視

で判断し、Ｂ船の船首方を通過した後にＣ船の船尾方を通過しようと

思い、ＡＲＰＡでＣ船のみを捕捉した状態で、Ｃ船との最接近距離を

離す目的で針路を右に約２３°変更して航行を続けたことから、Ｂ船

と接近する状況となり、Ｂ船と至近に接近することに気付いて左舵を

取ったものの、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、日ノ御埼西北西方沖を南東進中、航海士Ｂが、Ｂ船の周囲

１Ｍの範囲に他船を見掛けておらず、周囲に航行の支障となる他船は

いないと思い、スマートフォンを見ながら航行を続けたことから、左

舷方から接近するＡ船の存在に気付かず、Ａ船と衝突したものと考え

られる。 

原因  本事故は、夜間、日ノ御埼西北西方沖において、Ａ船が南南西進

中、Ｂ船が南東進中、航海士Ａが、Ｂ船の船首方を通過できると目視

で判断し、Ｂ船の船首方を通過した後にＣ船の船尾方を通過しようと

思い、ＡＲＰＡでＣ船のみを捕捉した状態で針路を右に変更して航行

を続け、また、航海士Ｂが、周囲に航行の支障となる他船はいないと

思い、スマートフォンを見ながら航行を続けたため、両船が衝突した

ものと考えられる。 

再発防止策  Ｂ社は、本事故後、次の措置を講じた。 
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 ・狭水道以外ではレーダーの接近警報を確実に活用し、接近警報の

機能がない管理船舶については機種に応じて最適な操作を行うよ

う、各船舶所有者に指示した。 

 ・航海当直中は、個人所有のスマートフォンや雑誌等の船橋への持

ち込みを禁止することとし、航海当直中に気象及び海象データを

入手する場合に備え、令和元年１１月中に全管理船舶に船橋専用

のスマートフォン又はタブレットを設置するよう、各船舶所有者

に指示した。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・変針する際は、ＡＲＰＡを活用するなどして、他船との接近距離

を的確に把握すること。 

 ・当直中は、スマートフォンの使用を控えて見張りに集中するこ

と。 



 

 

 

付図１ 事故発生経過概略図 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時 刻 

（時：分：秒） 

船位※ 
対地針路※ 

（°） 

船首方位※ 

（°） 

対地速力 

（kn) 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

19:40:03 33-56-34.0 135-00-23.0 175.1 174 10.5 

19:41:04 33-56-23.4 135-00-24.4 173.3 174 10.6 

19:42:04 33-56-12.9 135-00-25.7 173.9 173 10.6 

19:43:04 33-56-02.4 135-00-27.3 173.5 174 10.6 

19:44:15 33-55-49.9 135-00-28.9 174.1 175 10.4 

19:45:05 33-55-41.4 135-00-29.8 175.5 176 10.4 

19:46:05 33-55-30.9 135-00-30.7 175.2 176 10.3 

19:47:05 33-55-20.8 135-00-31.6 176.0 176 10.3 

19:48:35 33-55-05.4 135-00-33.0 173.9 184 10.3 

19:49:00 33-55-01.0 135-00-32.9 188.7 199 9.9 

19:50:05 33-54-51.5 135-00-28.3 201.2 199 9.6 

19:51:14 33-54-40.9 135-00-23.4 201.2 199 9.8 

19:52:25 33-54-30.2 135-00-18.5 200.4 200 9.8 

19:52:43 33-54-27.3 135-00-17.1 201.2 198 9.8 

19:52:53 33-54-25.8 135-00-16.4 200.9 197 9.8 

19:53:04 33-54-24.1 135-00-15.7 199.2 197 9.9 

19:53:43 33-54-18.0 135-00-13.3 195.4 192 9.8 

19:53:53 33-54-16.5 135-00-12.8 195.1 191 9.8 

19:54:04 33-54-14.9 135-00-12.3 194.4 190 9.8 

19:54:14 33-54-13.0 135-00-11.8 192.9 189 9.7 

19:54:44 33-54-08.3 135-00-10.7 191.3 182 9.6 

19:55:05 33-54-05.0 135-00-10.2 184.5 168 9.4 

19:55:14 33-54-03.7 135-00-10.3 176.3 161 9.2 

19:55:25 33-54-02.2 135-00-10.6 168.4 154 9.1 

19:55:44 33-53-59.6 135-00-12.3 149.1 161 9.4 

19:56:10 33-53-55.5 135-00-14.4 163.4 181 9.3 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首方位は 

真方位である。 
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付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時 刻 

（時：分：秒） 

船位※ 
対地針路※ 

（°） 

船首方位※ 

（°） 

対地速力 

（kn) 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

19:40:06 33-56-29.1 134-57-15.7 136.0 138 13.6 

19:41:16 33-56-17.7 134-57-29.0 135.4 137 13.5 

19:42:06 33-56-09.5 134-57-38.4 136.4 138 13.5 

19:43:06 33-56-00.0 134-57-49.8 133.8 135 13.4 

19:44:06 33-55-50.5 134-58-01.4 135.7 137 13.4 

19:45:16 33-55-39.2 134-58-14.4 136.7 137 13.5 

19:46:05 33-55-31.4 134-58-23.9 134.3 136 13.3 

19:47:16 33-55-20.4 134-58-37.5 134.7 137 13.3 

19:48:05 33-55-12.9 134-58-46.8 134.6 136 13.3 

19:49:17 33-55-01.6 134-59-00.1 135.1 138 13.2 

19:50:36 33-54-48.9 134-59-14.9 135.1 136 13.2 

19:51:36 33-54-39.6 134-59-26.3 135.4 137 13.2 

19:52:05 33-54-35.0 134-59-31.7 134.7 136 13.2 

19:52:17 33-54-33.3 134-59-33.8 135.2 136 13.2 

19:52:36 33-54-30.2 134-59-37.5 134.7 136 13.1 

19:53:26 33-54-22.6 134-59-46.9 135.2 137 13.1 

19:53:36 33-54-21.0 134-59-48.8 135.2 137 13.1 

19:54:06 33-54-16.2 134-59-54.2 137.1 138 13.1 

19:54:17 33-54-14.7 134-59-56.0 137.0 138 13.1 

19:54:36 33-54-11.4 134-59-59.6 137.3 138 13.0 

19:55:26 33-54-03.7 135-00-08.7 134.6 136 13.0 

19:55:33 33-54-02.7 135-00-09.7 140.4 152 11.3 

19:55:36 33-54-02.2 135-00-10.0 145.5 152 11.0 

19:55:40 33-54-01.6 135-00-10.3 150.9 150 10.8 

19:55:50 33-53-59.9 135-00-11.3 154.3 146 10.9 

19:56:05 33-53-57.8 135-00-12.6 154.9 155 9.5 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首方位は 

真方位である。 


